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令和７年安中市教育委員会  ５月期定例会  会議録  

 

日時  令和７年５月２０日（火）  

午前９ 時３０分から午前１０時 ３０分まで  

場所  本庁舎２階  ２０３会議室  

 

【出席委員】  

教    育    長   岩﨑  聡  

教育長職務代理者   佐藤  和子  

委       員   髙𣘺  恵美  

委       員   三宅  豊  

委       員   中津瀬  隆  

 

【欠席委員】  

なし  

 

【事務局】  

教  育  部  長          井上   昇  

総  務  課  長      東崎  育子  

学校教育課長     関井  貴美枝  

生涯学習課長     飯野  靖之  

 

書         記         佐藤  直子  

 

 

 

 

 

※  読みやすさ等のため、発言の 内容や趣旨を損なわない範囲で、重

複表現、言い回し等を整理しています。  
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◇  総務課長  

皆様、おはようございます 。総務課長の東﨑です。  

本日は、ご多用のところ、安中市教育委員会定例会にご参集をいた

だき、ありがとうございます。  

２ 月 ２ ６ 日 に 開 催 さ れ ま し た 第 １ 回 市 議 会 定 例 会 に お い て 、 市議

会の同意を得まして、本日、中津瀬委員に対し、市長から辞令が交付

されました。  

任 期 に つ き ま し て は 、 令 和 ７ 年 ５ 月 ２ ０ 日 か ら 令 和 １ １ 年 ５ 月１

９日までの４年間となりますのでよろしくお願いいたします。  

会議の開催にあたり、教育長よりご挨拶を申し上げます。  

 

〇  岩﨑教育長  

 

＊  挨拶  

 

◇  総務課長  

ありがとうございました。  

 本 日 令 和 ７ 年 ５ 月 ２ ０ 日 付 け で 新 し く 教 育 委 員 会 の 委 員 と し て 中

津瀬隆様がご就任されま した。  

中 津 瀬 委 員 よ り ご 就 任 に あ た り ご 挨 拶 を 賜 り た い と 存 じ ま す 。お

願いいたします。  

 

＊  中津瀬委員  ご挨拶  

 

◇  総務課長  

ありがとうございました。  

 

中津瀬委員をお迎えし、あらためて教育長を始め、委員の皆様、事

務局職員の自己紹介をさせていただきます。  

 教育長、委員の皆様、事務局職員の順番でお願いします。  

 

＊  教育長、 委員 、事務局がそれぞれ自己紹介を行った。  
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◇  総務課長  

皆さんありがとうございました。  

 

それでは、以後会議の進行は、教育長にお願いいたします。  

 

〇  岩﨑教育長  

それでは、ただいまから、令和７年安中市教育委員会５月期定例会

を開会します。  

次第に従い、日程第３「教育長職務代理者について」に入ります。

事務局から説明をお願いいたします。  

 

◇  総務課長  

 教育長職務代理者ですが、「地方教育行政の組織及び運営に関する

法律」第１３条２項により、「教育長に事故あるとき、又は教育長が

欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う」とさ

れています。任期につきましては、法律では定められておりませんの

で、教育長が別の委員を指名するまでが任期となります。  

 この度、中島卯教育長職務代理者が退任されたため、改めて教育長

職 務 代 理 者 を 指 名 す る 必 要 が あ り ま す の で 、 教 育 長 よ り ご 指 名 の ほ

どよろしくお願いいたします。  

 

〇  岩﨑教育長  

 ただいま、事務局より説明がありましたとおり、法律の規定に基づ

き、教育長としてその職務代理者の指名を行います。  

教育長職務代理者には、佐藤和子委員を指名します。佐藤委員、い

かがでしょうか。  

 

〇  佐藤委員  

はい。  

 

〇  岩﨑教育長  

ありがとうございます。それでは、教育長職務代理者としてご挨拶

をお願いします。  
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＊  佐藤教育長職務代理者  ご挨拶  

 

〇  岩﨑教育長  

改めて、よろしくお願いします。  

 

続きまして、日程第４「承認事項」に入ります。  

 前回定例会の会議録の承認について、事務局からお願いします。  

 

◇  総務課長  

前 回 定 例 会 の 会 議 録 に つ い て は 、 事 前 に ご 確 認 を い た だ い て い る   

と思いますので、朗読 は省略させていただきます。  

ご 承 認 を い た だ け ま し た ら 、 本 会 議 終 了 後 に ご 署 名 を い た だ きた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。  

 

〇  岩﨑教育長  

何かご意見やご質問等はありますか。  

 

＊  委員から意見等は出なかった。  

 

〇  岩﨑教育長  

無 い よ う で す の で 、 前 回 会 議 録 に つ き ま し て は 承 認 と さ せ て いた

だきます。  

 

続きまして、日程第 5「諸般の報告」をいたします。本日は日程の

都合上、配布した資料を用いて、この場で報告をさせていただきます。 

 

＊  配 布 し た 資 料 に 沿 っ て 、 次 の 行 事 や 会 議 に つ い て は 補 足 を し な

がら報告を行った。  

 

・５月 1 日（木）  定例校長会  

・５月２日（金）  第１回部活動検討会  

・５月８日（木） ～９日（金）  

 関東地区都市教育長協議会総会・分科会  
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・５月１０日（土）  安政遠足  子どもミニ遠足  

・５月１１日（日）  第５１回 安政遠足記念大会  

・５月１４日（水）  花いっぱい運動推進協議会総会  

          人権教育推進委員会小委員会  

・５月１５日（木）  安中市議会臨時会  

          安中かるた実行委員会  

・５月２０日（火）  教育委員会定例会  

 

以上、報告になります。  

 

〇  岩﨑教育長  

 何かご意見やご質問等はありますか。  

 

＊  委員から意見等は出なかった。  

 

〇  岩﨑教育長  

無いようです ので、日程第６「議事」に入ります。  

 

それでは、報告、承認の議事に入ります。  

報告第８号「安中市学校給食運営委員会委員の委嘱について 」事務

局より説明を お願いします。  

 

◇  総務課長  

 

＊  報告第８ 号を読み上げた後、  

 

学校給食運営委員につきましては、学校給食運営委員会条例第３

条により、運営委員は１２名以内で組織するとあり、第４条で、任

期を１年、再任は妨げないとあります。  

任期は令和７年４月１日から令和８年３月３１日、運営委員は  

１０名で、そのうち再任の方は ４名です。  
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＊  資料に沿って、「氏名」、「所属」、「選出区分」を読み上げた  

後、  

 

説明は以上です。  

 

〇  岩﨑教育長  

説明が終わりました。  

 

報告第８号「安中市学校給食運営委員会委員の委嘱について 」質疑

がありましたら、お願いします。  

 

＊  委員から意見等は出なかった。  

 

〇  岩﨑教育長  

無 い よ う で す の で 報 告 第 ８ 号 「 安 中 市 学 校 給 食 運 営 委 員 会 委 員の

委嘱について 」承認される委員の挙手を求めます。  

 

＊  挙手全員  

 

〇  岩﨑教育長  

挙手全員です。  

よって、報告第８号は、報告の とおり承認されました。  

 

続いて、報告第９号「令和７年度学校運営協議会委員の委嘱・任命

（追加）について」事務局より説明をお願いします。  

 

◇  学校教育 課長  

 

＊  配布資料の差し替えについての説明  

＊  報告第９号を読み上げた後、  

 

4 月期定例会において、学校運営協議会委員の委嘱・任命について
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報告させていただきましたが、西横野小学校の委員さんが 1 名未定

となっておりました。このたび、決定しましたので報告いたします。  

任命年月日は令和７年５月 1 日、任期は、令和７年５月１日から

令和８年３月 ３１ 日です。  

 

＊  資料に沿って、「所属」 、「氏名」を読み上げた後、  

 

説明は以上です。  

 

〇  岩﨑教育長  

説明が終わりました。  

 

報告第９号「令和７年度学校運営協議会委員の委嘱・任命（追加）

について」質疑が ありましたら、お願いします。  

 

＊  委員から意見等は出なかった。  

 

〇  岩﨑教育長  

無 い よ う で す の で 報 告 第 ９ 号 「 令 和 ７ 年 度 学 校 運 営 協 議 会 委 員の

委嘱・任命（追加）について 」承認 される委員の挙手を求めます。  

 

＊  挙手全員  

 

〇  岩﨑教育長  

挙手全員です。  

よって、報告第９号は、報告の とおり承認されました。  

 

続いて、報告第 １０号「安中市人権教育推進委員の委嘱について 」

事務局より説明をお願いします。  

 

◇  生涯学習課長  
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＊  報告第１０号を読み上げた後、  

 

安 中 市 人 権 教 育 推 進 委 員 会 委 員 に つ き ま し て は 、 安 中 市 人 権 教育

推 進 委 員 会 規 則 第 ５ 条 の 規 定 に 基 づ き 教 育 委 員 会 が 委 嘱 し て お り ま

す。今回の委嘱につきましては、人権教育推進委員が充て職で委嘱さ

れ て お り ま す の で 、 推 進 委 員 会 を 構 成 し て お り ま す 所 属 団 体 の 代 表

者の変更に伴 うものでございます。  

今回委嘱されます方は、別紙表の とおり２１名の方でございます。 

 

＊  資料に沿って、「所属」 、「氏名」を読み上げた後、  

 

委嘱年月日は令和７年４月１日でございます。また、委嘱されまし

た 委 員 の 方 の 任 期 は 、 前 任 者 の 残 任 期 間 で あ り ま す 令 和 ８ 年 ３ 月  

３１日までの期間でございます。  

 

説明は以上です。  

 

〇  岩﨑教育長  

説明が終わりました。  

 

報告第１０号「安中市人権教育推進委員の委嘱について 」質疑が あ

りましたら、お願いします。  

 

＊  委員から意見等は出なかった。  

 

〇  岩﨑教育長  

無 い よ う で す の で 報 告 第 １ ０ 号 「 安 中 市 人 権 教 育 推 進 委 員 の 委嘱

について」承認される委員の挙手を求めます。  

 

＊  挙手全員  

 

〇  岩﨑教育長  
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挙手全員です。  

よって、報告第１０号は、報告のとおり承認されました。  

 

続いて、報告第１１号「安中市集会所運営委員の委嘱について 」事

務局より説明をお願いします。  

 

◇  生涯学習課長  

 

＊  報告第１１号を読み上げた後、  

 

安 中 市 集 会 所 運 営 委 員 に つ き ま し て は 、 安 中 市 集 会 所 条 例 第 １３

条に基づき教育委員会が委嘱しております。  

昨年度、４月期定例会におきまして、１３名の委員の委嘱につきま

してご承認いただきました。今回の委嘱につきましては、集会所運営

委 員 が 充 て 職 で 委 嘱 さ れ て お り ま す の で 、 運 営 委 員 会 を 構 成 し て お

り ま す 所 属 団 体 の 代 表 者 の 変 更 に 伴 う も の で ご ざ い ま す 。 今 回 委 嘱

される方は、別紙 1 の表の５名の方でございます。  

 

＊  資料に沿って、「氏名」、「所属」を読み上げた後、  

 

今回の委嘱年月日は、令和７年４月１日でございます。  

委 嘱 さ れ ま し た 委 員 の 方 の 任 期 は 、 前 任 者 の 残 任 期 間 で あ り ま す 令

和８年３月３１日までの期間でございます。  

 

説明は以上です。  

 

〇  岩﨑教育長  

説明が終わりました。  

 

報告第１１号「安中市集会所運営委員の委嘱について 」質疑があり

ましたら、お願いします。  
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＊  委員から意見等は出なかった。  

 

〇  岩﨑教育長  

 私 の 方 か ら 確 認 で す が 、 名 簿 № ５ の 村 岡 さ ん の 任 期 に つ い て は 令

和 ７ 年 ４ 月 １ 日 で は な く 、 生 涯 学 習 指 導 員 任 命 年 月 日 で あ る 令 和 ７

年５月１日からでよろしいでしょうか。  

 

◇  生涯学習課長  

 失 礼 し ま し た 。 名 簿 № ５ の 村 岡 さ ん に つ い て は 令 和 ７ 年 ５ 月 １ 日

か ら 生 涯 学 習 指 導 員 と し て 任 命 し て お り ま す の で 、 任 期 は 令 和 ７ 年

５ 月 １ 日 か ら 令 和 ８ 年 ３ 月 ３ １ 日 で 訂 正 を お 願 い し ま す 。 大 変 失 礼

いたしました。  

 

〇  岩﨑教育長  

その他、質疑はございますか。  

 

〇  岩﨑教育長  

無 い よ う で す の で 報 告 第 １ １ 号 「 安 中 市 集 会 所 運 営 委 員 の 委 嘱 に つ

いて」承認される委員の挙手を求めます。  

 

＊  挙手全員  

 

〇  岩﨑教育長  

挙手全員です。  

よって、報告第１１号は、報告のとおり承認されました。  

 

続いて、議案に移ります。  

議案第１９号「安中市社会教育関係団体の認定について」事務局よ

り説明をお願いし ます。  

 

◇  生涯学習課長  

 

＊  議案、第１９号を読み上げた後、  
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社会教育関係団体につきましては、社会教育法第１０条で、「社会

教 育 関 係 団 体 と は 法 人 で あ る と 否 か を 問 わ ず 、 公 の 支 配 に 属 し な い

団 体 で 社 会 教 育 に 関 す る 事 業 を 行 う こ と を 主 た る 目 的 と し て い る も

のをいう」と規定されています。今回社会教育関係団体の認定の申請

が２件ございましたので、ご提案させていただきます。  

 

＊  資料に沿って、申請団体の「代表者」、「事業内容」等 、各項目を読

み上げた後 、 

 

説明は以上です。  

 

○  岩﨑教育長  

説明が終わりました。  

 

議案第１９号「安中市社会教育関係団体の認定について」質疑が あ

りましたら、お願いします。  

 

＊  委員から意見等は出なかった。  

 

○  岩﨑教育長  

無いようです ので、議案第１９号「安中市社会教育関係団体の認定

について」賛成される委員の挙手を求めます。  

 

＊  挙手全員  

 

○  岩﨑教育長  

挙手全員です。  

よって、議案第１９号は、原案のとおり可決されました。  

 

○  岩﨑教育長  

以上で、本日の議事は終了です。  
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次に、日程第７「その他」です。  

事務局、委員の皆様から何かありましたら、お願い します。  

 

◇  学校教育 課長  

委 員 の 皆 様 の 机 上 に 、 令 和 ７ 年 度 学 校 訪 問 の 予 定 表 を お 配 り いた

しました。令和 ７年度計画訪問を５校予定しております。委員の皆様

に は 、 午 前 中 の 授 業 を 一 緒 に 参 観 し て い た だ け れ ば と 思 っ て お り ま

す。もし、この後ご予定が 分かって いらっしゃいましたら、会議終了

後、ご希望の学校 と日にちをお伺いして予定を入れたいと思います。 

また、本日決まらなくても後日 、その都度ご連絡をいただければと

思いますので、決まり次第教えていただければと思います。  

よろしくお願いいたします。  

 

○  岩﨑教育長  

他に何かございますか。  

 

◇  教育部長  

 ５ 月 １ ５ 日 の 令 和 ７ 年 第 １ 回 安 中 市 議 会 理 事 会 に つ い て 報 告 さ せ

ていただきます。  

提 出 議 案 に つ き ま し て は 損 害 賠 償 に 関 す る 専 決 処 分 ２ 件 の 報 告、

令 和 ６ 年 度 一 般 会 計 補 正 予 算 お よ び 市 税 条 例 関 係 の 一 部 を 改 正 す る

条 例 の 承 認 ２ 件 、 監 査 委 員 の 選 任 と 固 定 資 産 評 価 委 員 の 選 任 に つ い

て議案２件、いずれも承認または可決となっております。  

会 期 は ５ 月 １ ５ 日 の １ 日 の み で 、 教 育 委 員 会 に 関 す る 案 件 は ござ

いませんでした。  

今議会では議長、副議長の辞職に伴い新議長に佐藤 貴雄議員、副議

長に小川剛議員が指名推選により選任されました。  

ま た 教 育 部 に 係 る 総 務 文 教 常 任 委 員 会 の 委 員 に つ い て は 、 原 田 大

議員、武者葉子議員、小林克行議員、松本次 男議員、小林訂史議員、

今井俊博議員、高橋由信議員の７名が選出され、委員長に小林 訂史議

員、副議長に原田 大議員が選任されました。  

 

臨時議会閉会後の議会全員協議会では ２件の報告がありました。  



 13 / 13 

 

１ 点 目 が 安 中 市 碓 氷 川 右 岸 拠 点 商 業 地 へ の 出 店 に 関 す る 公 募 型 プ ロ

ポ ー ザ ル の 審 査 結 果 に つ い て 、 ２ 点 目 が 道 の 駅 に 係 る 進 捗 に つ い て

それぞれ所管する部署より報告がありました。  

 

以上、令和７年第１回安中市議会臨時会の報告となります。よろしく

お願いいたします。  

 

○  岩﨑教育長  

 他に何かございますか。  

 

無いようですので、以上で、令和７年安中市教育委員会５月期定例会

を閉会いたします。  

 ありがとう ございました。  

 

◇  総務課長  

 皆様、大変お疲れ様でした。  

 

＊  総務課長が、 次回会議の周知を行う。  

≪令和７年６月期定例会≫  

・  日時   令和 ７年６月２６ 日（木）  午後２時から  

・  場所   松井田庁舎２階  第４会議室  

 

◇  総務課長  

それでは散会といたします。どうぞ気を付けてお帰りください。  

 


